
- 1 - 

平成２３年第１回幸田町議会臨時会会議録（第１号） 

────────────────────────────────────────────────── 

 議事日程 

  平成２３年１月１９日（水曜日）午前９時０４分開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 第１号議案 平成２２年度幸田町一般会計補正予算（第５号） 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した案件 

  議事日程のとおり 

────────────────────────────── 

    出席議員（１５名） 

  １番 浅 井 武 光 君    ２番 酒 向 弘 康 君   ３番 大 嶽   弘 君 

  ４番 池 田 久 男 君   ５番 水野千代子 君   ６番 足 立 嘉 之 君 

  ７番 鈴 木 博 司 君  ８番 山 本 隆 一 君  10番 鈴 木 修 一 君 

  11番 大須賀好夫 君  12番 内 田  等 君  13番 丸山千代子 君 

  14番 伊 藤 宗 次 君  15番 夏 目 一 成 君  16番 鈴木三津男 君 

    欠席議員（１名） 

  ９番 杉 浦   務 君 

────────────────────────────── 

  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長 大須賀一誠 君 副 町 長 成 瀬  敦 君 

総 務 部 長 新 家 道 雄 君 健 康 福 祉 部 長 伊 澤 伸 一 君 

財 政 課 長 春日井輝彦 君 健 康 課 長 中 山  豊 君 

────────────────────────────── 

  職務のため議場に出席した議会事務局職氏名 

   事 務 局 長 鈴 木 久 夫 君   主     幹 鈴 木 政 彦 君 

──────────────────────────────  
 

○議長（鈴木三津男君） 皆さん、おはようございます。 

   年も改まり、早くも１９日が過ぎようとしております。ことしの景気動向は、緩やか

な回復軌道となる見解もありますが、ぜひそのような明るい状況になってほしいもので

あります。 

   議員各位には何かと御多用のところ、早朝より御出席をいただき、ありがとうござい

ます。 

   御報告いたします。 

   ９番、杉浦 務君から入院中のため、本日、欠席の申し出がありましたので、よろし

くお願いします。 

   本臨時会に提出された議案は、平成２２年度幸田町一般会計補正予算（第５号）につ

いての１件であります。 
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   慎重なる御審議をお願いいたします。 

   臨時会招集に当たり、町長のあいさつをお願いします。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） 皆さん、おはようございます。 

   年末年始、非常に穏やかな日が続いておりましたけれども、出初め式、凧揚げ大会だ

とか成人式も無事に終わりまして、感謝しているところでありますけれども、先週の週

末には久しぶりに大雪となり、寒さが非常にしみるきょうこのごろでございます。 

   本日、ここに平成２３年第１回幸田町議会臨時会をお願いいたしましたところ、議員

の皆様方には、公私とも大変御多用のところ、早朝より御出席いただきまして、まこと

にありがとうございます。 

   平素、議員各位におかれましては、町政の発展、住民福祉の向上のため御尽力いただ

いており、また行政運営各般にわたり何かと御指導・御支援を賜っており、改めて心か

ら厚く感謝・お礼を申し上げます。 

   さて、本日提案させていただきます議案は、平成２２年度幸田町一般会計補正予算

（第５号）の１件でございます。 

   議案の詳細につきましては、後ほど提案理由の説明をさせていただきますので、よろ

しくお願いを申し上げまして、開会に当たってのごあいさつとさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（鈴木三津男君） ここで、総務部長より発言の申し出がありましたので、発言を許

します。 

   総務部長。 

〔総務部長 新家道雄君 登壇〕 

○総務部長（新家道雄君） 去る１月１４日開催いたしました議会運営委員会での要求のあ

りました資料につきましては、本日、お手元に配付いたしておりますので、よろしくお

願いをいたします。 

〔総務部長 新家道雄君 降壇〕 

○議長（鈴木三津男君） ただいまの出席議員は１５名であります。定足数に達しています

ので、平成２３年第１回幸田町議会臨時会は成立いたしました。 

   よって、これより開会いたします。 

                             開会 午前 ９時０４分 

○議長（鈴木三津男君） 地方自治法第１２１条の規定により議案説明のため出席を求めた

理事者は、お手元に印刷配付のとおりですから、御了承願います。 

   ただいまから本日の会議を開きます。 

                             開議 午前 ９時０４分  

○議長（鈴木三津男君） 議事日程は、お手元に印刷配付のとおりですから、御了承願いま

す。 

────────────────────────────── 
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  日程第１ 

○議長（鈴木三津男君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

   会議規則第１２０条の規定により、本日の会議録署名議員を４番 池田久男君、５番 

水野千代子君の御両名を指名いたします。 

──────────────○─────────────── 

  日程第２ 

○議長（鈴木三津男君） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

   お諮りします。 

   今回の臨時会の会期は、本日１日限りといたしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（鈴木三津男君） 御異議なしと認めます。 

   よって、会期は本日１日限りと決定いたしました。 

──────────────○─────────────── 

  日程第３ 

○議長（鈴木三津男君） 日程第３、第１号議案 平成２２年度幸田町一般会計補正予算

（第５号）を議題とします。 

   朗読は省略し、理事者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） それでは、補正予算関係について説明をさせていただきます。 

   第１号議案 平成２２年度幸田町一般会計補正予算（第５号）についてでございます。 

   補正予算書の１ページをごらんいただきたいと思います。 

   第１条、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出それぞれ２,５００万円を追加

し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出それぞれ１２８億８,０７９万８,０００円とするも

のでございます。 

   それでは、補正内容を説明いたします。 

   まず、歳入につきましては、補正予算説明書の８ページをごらんいただきたいと思い

ます。 

   ６０款県支出金につきましては、子宮頸がん等ワクチン接種に対する補助金として２

分の１を新たに計上し、７５款の繰入金の財政調整基金繰入金の追加で全体の調整をい

たしております。 

   歳出につきましては、続きまして説明いたします。 

   補正予算の説明書の１０ページをごらんいただきたいと思います。 

   ２５款衛生費につきましては、子宮頸がんワクチン等に係る予防接種事業費を新たに

計上するものでございます。 

   ２月から実施いたしますと、本年度中に子宮頸がんワクチンは中学１年から高校１年

までの女子約８００人が２回、ヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンは、５歳未満ま

での乳幼児約２,２００人が１回から２回接種可能となります。 



- 4 - 

   任意接種でございますので、接種率をそれぞれ３０％として計上させていただいてお

ります。 

   補正予算について対応させていただきました理由は、今年度中に事業を開始すること

により、子宮頸がんワクチン接種対象者の現在の高校１年生が１回ないし２回接種する

ことで、来年度も接種が可能となるため、急遽、対応させていただきました。 

   以上、平成２２年度幸田町一般会計補正予算（第５号）の提案理由の説明をさせてい

ただきました。 

   よろしく御審議の上、御可決・承認賜りますようにお願いを申し上げます。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（鈴木三津男君） 提案理由の説明は終わりました。 

   これより質疑を行います。 

   質疑は、１議題につき１５分以内とし、質疑の回数制限は行いませんので、よろしく

お願いいたします。 

   理事者の答弁時間の制限はありませんが、議員の発言時間制限にかんがみ、簡明なる

御答弁をお願いいたします。 

   第１号議案について質疑を許します。 

   ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） 今回のワクチンは、皆さん本当に待ち望んでいたワクチン接種で

ございます。国のほうとしては、昨年の年内に決定をということで通知が出されたとい

うふうに思っておりますが、何とか年度内に接種が可能ということで、これは本当にう

れしく思っているものでございます。 

   それで、今回、対象者を３割の予定ということで伺いましたが、その３割の算出はど

のようにして行われたのか、お伺いをしたいというふうに思います。 

   任意接種でございますので、全員ではございませんので、確かに１００％ということ

はないかというふうに思いますが、その算出はどのようにされたのか。また、その３割

を超した人数がもし接種が任意のほうでやられた場合はどのような措置をされる予定で

あるのか、お伺いをしたいというふうに思います。 

○議長（鈴木三津男君） 答弁を求めます。 

   健康課長。 

○健康課長（中山 豊君） 積算でございますが、お手元に追加で配付をさせていただきま

した資料を見ていただくとおりでございますが、３種類のワクチン別の資料を見ていた

だくと、委託費用の内訳があるわけであります。 

   ３種類のワクチン別に対象者年齢ごとの対象者数、その対象者それぞれの年齢に応じ

た接種必要回数の合計であります延べ人数、そのうちの今年度２月から３月の間に接種

可能な回数であります試算人数、その試算人数に接種率３０％と見込んだものでござい

ます。 

   先ほど町長の説明の中でもございましたが、任意接種ということでございます。十分

効果というのが国のほうでもあるという判断で接種をされるわけでございますが、そう

いった点から、今回の接種率につきましては、近隣等の動向も見ながら算定をしたもの
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でございます。 

   それから、この３０％以上になったらということでございますが、今の段階では、こ

の３０％以内におさまるということで考えておりますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

○議長（鈴木三津男君） ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） それでは、３０％以内でおさまるということの算出だそうでござ

いますので、何とかこの補正の金額でおさまるということでよいのではないかなという

ふうに思います。 

   それで、あと、今回の３種類のワクチンでございますが、さまざまな年齢層の接種で

ございます。これは、一番大変なことは、やはり対象者への周知ではないかなというふ

うに思います。 

   特に、今説明を伺いましたように、子宮頸がんのワクチンは高校１年生、あと１月、

２月、３月の中で接種を１回でもしておかないと対象外になってしまうということで、

この辺の方々の全員への周知がやっぱり一番大切ではないかなというふうに思いますの

で、３種類ともそうですが、どのように周知をされていかれるのかということをお伺い

をしたいというふうに思います。 

○議長（鈴木三津男君） 健康課長。 

○健康課長（中山 豊君） 周知につきましては、接種の対象者すべてに案内及び接種の予

定券、そういったものを送付をします。 

   それから、広報等につきましても、２月広報でＰＲをさせていただきます。 

   また、インターネットにつきましては、ホームページ等でＰＲをしていきたいという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（鈴木三津男君） ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） 全員漏れなく周知をするということでございますが、やはり先ほ

ど言いましたように、高校１年生の場合はしっかりとこの二、三カ月で受けていただか

なければいけないので、やはり教師のほうから、いま一度、この通知はこういう大切な

ものだということも一言添えていただけるような依頼をしていただきたいというふうに

思っております。 

   それから、あと接種の病院でございますが、大体が町内の医院で接種を受けられるの

ではないかなというふうに思いますが、例えばこの小児用ワクチンとかヒブワクチンの

場合は、ゼロ歳児からの対象でございますので、里帰りをされている方もひょっとした

らあるかというふうに思いますので、例えば接種の医院が町外、町県外であっても、窓

口負担の費用はどのようになっているのかということをお伺いをしたいというふうに思

います。 

○議長（鈴木三津男君） 健康課長。 

○健康課長（中山 豊君） 周知、特に高校生の今年度の１年生につきましては、今、議員

言われたように、通知の中で、特に今年度接種をしなければ次年度以降助成ができない

というようなことで徹底をして記載をしていきますので、よろしくお願いをします。 

   それから、他市町村での接種の関係でございますが、今回の予防接種は任意接種であ
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りますが、予防接種法上の法定定期接種と同様に市町村の事業として実施をする予定で

ございます。健康被害等がないように、接種につきましては、安全に実施ができるよう

に、また医療機関での接種者の体調管理のために予診時間の十分な確保等、医療機関へ

の適切な指導や説明をしながら慎重に、また万が一健康被害が出た場合には速やかに対

応するために、基本的には町の予防接種実績のある管内地域の岡崎市医師会加入の医療

機関に限定をさせていただくものでございますので、よろしくお願いをいたします。 

   町外の場合の窓口負担でございますが、今申しましたように、接種につきましては、

岡崎市管内の機関ということでありますので、他市町村での接種は費用としては助成は

できないということで御理解を願いたいというふうに思います。 

○議長（鈴木三津男君） ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） 岡崎医師会の管轄でということでお伺いしたわけですが、確かに

子宮頸がんのワクチンだとかはそれで全部対象者はいいかなというふうに思いますが、

先ほど言いましたように、ヒブワクチンとか小児用肺炎球菌ワクチンは、例えばいろん

な事情で他県のほう、他市町のほうに行っている場合というのがございますので、その

場合は、帰ってきてもらう可能性があればいいわけでありますが、そうでない場合は、

例えば向こうで領収書とかをもらったらこちらで返還をするだとか、そういうことも可

能かどうかということもお伺いをしたいというふうに思います。 

   それから、今回は肺炎球菌ワクチンは小児だけでございますが、高齢者の肺炎球菌ワ

クチンもあるわけでありますが、この辺は町として今後の考えは、小児用ワクチンだけ

なのか、また高齢者のほうも今後検討をしていくのかどうかということをお伺いをいた

します。 

○議長（鈴木三津男君） 健康課長。 

○健康課長（中山 豊君） 町外の場合の、特にヒブ・肺炎球菌の関係でございますが、先

ほど私のほうが説明をしましたとおり、基本的にはお医者の接種をされる接種医に健康

被害がないように指導しながら実施をしていくというのが基本でございます。町外で町

の契約以外の医療機関で打つということになりますと、健康被害等、速やかな対応もで

きないということで、先ほど御説明をさせていただきました。 

   ただし、定期接種の中でも、今言われたように、例えば接種者が町内に住所があって、

町外の病院に入院をされておるというような場合、あるいは出生等で里帰りをされてお

る、そういった場合に里帰り先で保護者が病気になってしまったというような緊急的な

場合は、定期接種でもやっておりますが、それと同じように、そういった特別な事情が

あった場合につきましては、入院先の病院と契約ができた場合、あるいは里帰り先の市

町村が接種依頼を受託していただいた場合に限り、そういった費用を助成をするという

ことになっておりますので、そういったやむを得ない事情の場合は助成をするというこ

とで、一般的には町内の医療機関で受けていただくということで御理解を願いたいとい

うふうに思います。以上でございます。 

   もう一つ、高齢者の関係でございますが、高齢者も、議員言われたように、肺炎球菌

の助成をされてみえるというところもあるわけであります。 

   この高齢者のワクチンにつきましても、やはり任意接種ということでございますので、
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今、国のほうの厚生科学審議会の予防接種部会のほうでも、こういったいろんな任意ワ

クチンについて定期接種にするというような検討もされておるわけでございます。 

   こういった検討内容、国の動向、あるいは近隣の状況、予算等も十分検討いたしまし

て、今後も任意として接種というのは、基本的には余り健康被害等のことで好ましくな

いわけでございますので、基本的には定期接種ということで、今言いましたように、動

向を見ながら検討をしていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いを

いたします。 

○議長（鈴木三津男君） ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） ぜひとも国の動向を見ながら、高齢者のほうの肺炎球菌ワクチン

も検討していただきたいというふうに思っております。 

   それから、子宮頸がんのワクチンは、今回は中学１年生から高校１年生で補正が今回

組まれております。新年度予算は、来年度も継続できるような形で考えておられるのか

どうかということをお伺いをしたいというふうに思います。 

○議長（鈴木三津男君） 健康課長。 

○健康課長（中山 豊君） 来年度でございますが、国の今回の事業としましては、今年度

と来年度事業実施という予定でございます。 

   町といたしましても、国の事業が来年度も実施をされるということでございますので、

今回のこういった事業を来年度は継続の予定で現在考えております。 

○議長（鈴木三津男君） ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） 今、来年度はということでございます。やはり、こういうものは

来年度もそうですが、再来年度も継続をやはりしていっていただきたいというふうに思

いますので、この辺のお考えは、町長のほうから最後にお伺いをしたいというふうに思

います。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） この件につきましては、当面、実施期間というのが平成２３年２

月１日から平成２４年３月３１日というような形でありますけれども、国の輔助対象が、

最初呼び水だけ出したから、後は市町村が勝手にやってくれということではいけないと

思いますので、私のほうも国の動きを見ながらそれを進めていこうと。 

   これは、これだけで終わったんじゃ意味がありませんので、継続的にやっていかなき

ゃだめだということですので、国の補助等も要望しながら進めていきたいというふうに

思っております。 

○議長（鈴木三津男君） 以上で、５番、水野君の質疑は終わりました。 

   次に、１３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） この３０％の試算でありますけれども、先ほどの近隣の動向とい

うことで積算をしたよということでありますけれども、ヒブワクチンや小児用肺炎球菌

ワクチンにつきましては、非常に関心も高い、それからこの病気の怖さというのがある

わけですよね。そういう観点からも、私はこの３０％の接種率という枠内でおさめると

いう考え方はいかがかというふうに思いますが、３０％を超えた分について言えば、こ

れはどうされるのか、お尋ねしたいと思います。 
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   それから、接種をする医療機関でありますけれども、これは窓口では一切費用負担が

ないのか、それとも一たん立てかえ、窓口払いをして、そして後日、金額を受け取ると

いう、そういうようなシステムになるのか、お尋ねします。 

○議長（鈴木三津男君） 健康課長。 

○健康課長（中山 豊君） 試算のことでございますが、先ほど御説明したとおり、現段階

でこの３０％の中で対応できるということで考えておりますので、よろしくお願いをい

たします。 

   それから、窓口払いの関係でございますが、今回の接種につきましても、接種者の利

便性、負担にならないように、任意接種ではございますが、ふだんの定期接種同様に医

師会への受療委任払いということで対応させていただきますので、よろしくお願いをい

たします。 

○議長（鈴木三津男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 岡崎市の医師会管内でということでありますけれども、岡崎市は

自己負担が導入されているわけですよね。その辺から言えば、やはり窓口でのトラブル

にならないように十分医師会と協議をして、接種者の費用負担が伴わない、そういうト

ラブルが起きないようにしていただきたいというふうに思いますが、その点について、

再度確認の意味でお尋ねしたいと思います。 

   次に、このワクチンは、平成で言えば、平成２４年の３月３１日までということであ

りますけれども、この引き続きの接種も求めるわけでありますが、このこうした今の国

の公費助成での接種者に対して、やはり限定された期間ということできちっとこうした

内容をお知らせをしていくということで、後々費用負担が伴わないように十分接種を促

進をするという意味からも、町のほうのＰＲも必要であるかというふうに思いますが、

そうした今回漏れると公費助成が伴わないよと、こういうこともきちっとお知らせをし

ていく、そういう考えについてお尋ねします。 

○議長（鈴木三津男君） 健康課長。 

○健康課長（中山 豊君） まず、岡崎市との接種の関係で、若干異なった取り扱いの部分

がございます。 

   これにつきましては、議員言われるように、十分、そういった間違いのないように、

また接種者が混乱をしないように、医師会と調整もしながら進めていきたいというふう

に考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

   それから、連絡というか、この年度と、それから来年度ということで、次の年度につ

きましては、現段階では助成できるということが言えないわけでございますので、先ほ

ど来申し上げておりますように、通知書の中でそういったことにつきましては、十分、

接種者、あるいは保護者に伝わるように、内容等、記載をしていきたいというふうに考

えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（鈴木三津男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 岡崎管内の接種できる医師会の医院の数というのは、一覧表で接

種者に対して配布をする予定があるかどうかということであります。 

   それから、特にこの乳幼児につきましては、健康面からも、その体調に合わせた形の
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中で接種をしていくわけでありますので、例えば接種者が殺到した場合、次に回して、

なかなか計画的に接種ができないということのないように、やっぱりきちっとした取り

扱いが必要だというふうに思いますが、そして医院の都合によって接種できないという

状況がないようにしていただきたいというふうに思うわけですが、その辺はどうかとい

うことでございます。 

○議長（鈴木三津男君） 健康課長。 

○健康課長（中山 豊君） まず、医療機関の一覧表の関係でございますが、現在、医師会

のほうと調整をしておる段階でございます。接種をしていただける医療機関を募ってと

いいますか、接種をしていただける医療機関を決めて、それを各個人に一覧表として通

知をするかどうかにつきましては、検討中でございます。今、議員言われたような形で、

一度考えてみたいというふうに思います。 

   それから、計画的な接種ということで、接種者が一度に医療機関に殺到するというよ

うなことも十分考えられるわけでございます。 

   そういったことにつきましても、医師会や管内の医療機関とも十分調整をして、効率

よく接種ができるように、例えばこちらの病院がまだ予約ができるとか、そういったこ

とで、医師会の中等でそういった連絡ができるような体制も考えていきたいというふう

に思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（鈴木三津男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） この接種の受け方という内容を見ますと、例えばヒブワクチンも

肺炎球菌ワクチンもほぼ同じような感じで接種をするわけでありますけれども、ヒブワ

クチンで言えば、２カ月から７カ月未満の子供について言えば、初回接種から３回と、

これも４週間から８週間の間隔で３回という、その後、また追加接種というようにある

わけですね。 

   ですから、この接種の行程に沿ってやるわけでありますので、今年度接種しないと、

次年度、翌年度の公費助成の対象にならないという、そういうことはないかというふう

に思いますが、そうした保護者に対して丁寧に説明をしないと、大変わかりにくい接種

方法でありますよね。 

   ですから、そうしたきちっと理解を求め、そしてまた病気の理解、例えばこうしたヒ

ブワクチンや肺炎球菌ワクチンの大切さというものも啓蒙しながら保護者に通知をして

いくということが大変重要であるというふうに思いますが、そうした丁寧な説明や接種

方法をきちっとわかりやすく通知をすると、こうした考えについて伺います。 

○議長（鈴木三津男君） 健康課長。 

○健康課長（中山 豊君） 丁寧な説明ということで、もちろん私ども今回の接種につきま

しては、接種対象者に案内の中で十分、議員言われる部分につきましては、この接種の

内容を初め不明な点は、もしその通知等で不明な点は、直接健康課のほうへというよう

なことも通知をしながら、十分理解していただけるように接種を進めていきたいという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（鈴木三津男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） それから、接種率が３０％におさまるということでありますが、
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２月１日から実施をするわけですよね。この２月１日から実施をして、例えば超えた場

合、ヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンが３０％以上を超えた場合はどうするのか

ということですよね。これは追加で行うのか、それとも打ち切りなのか、再度、確認し

ます。 

○議長（鈴木三津男君） 健康課長。 

○健康課長（中山 豊君） 今の件につきましては、先ほど申しましたように、現時点、こ

の見込みで実施ができるという予定でございますので、それで進めていきたいというふ

うに考えております。 

○議長（鈴木三津男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） その見込みの理由をお答えいただきたい。 

○議長（鈴木三津男君） 健康課長。 

○健康課長（中山 豊君） 見込みは３０％以内でおさまるということでございます。 

○議長（鈴木三津男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） ですから、その見込みの３０％以内に見込めるという、その算定

はどうしてそのようになったのかということであります。 

   例えば、この３０％の子供たちしか接種ができないような状況になっているのか、そ

れとも理解していなくて、任意接種ですので、理解を得られなくて接種しないのか、そ

の辺を伺いたいということでありますので、その３０％に限定した理由、それから３

０％を超えた人数が接種をした場合は、それは追加としてきちっと予算計上していくの

かどうかということでございます。 

○議長（鈴木三津男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（伊澤伸一君） 予算上、金額を確定するためには、一定の予定率を設けな

いといかんということで、３０％でやらせていただきました。 

   早い者勝ちで、予算が終わったらおしまいというような考え方は私どもは持っており

ません。ただ、２４年の３月末までにやっていただける方については、同じように助成

ができるように、またもし不足をするようなことがあれば、またそれなりの対応はお願

いをしていきたいと、そのように思っております。 

○議長（鈴木三津男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 今回の国の補助が限定をされているわけですよね。引き続き国の

補助として、これが定期接種ということの流れになっていけば、今回の対応はないわけ

でありますが、ただこのヒブワクチンや小児用肺炎球菌ワクチンの場合は、１年後も接

種をしなければ効果がないと、こういう流れになっているわけでありまして、この平成

２４年３月３１日以降にもこの接種がずれ込んでいく、そうした場合、この補助対象と

はならないわけであります。それを町がすべてこれからも継続をしてやっていく、そう

いう保障があれば何らそういうことはないわけですけれども、また同時に子供たちの体

調というものもあるわけです。そういう観点から、これを３０％というふうに限定をす

ると、３０％を超える子供たちが受けられない事態になってはならないということであ

りますが、そうしたことのないようにすべきだと思います。 

   碧南では、この接種率を８５％で試算をしております。これは子宮頸がんです。ヒブ
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ワクチンや小児用肺炎球菌ワクチンは８０％で試算をしているわけでありまして、そう

いった点から比較をすれば、なぜここに３０％、５０％も低く見積もるのかということ

ですよね。 

   ですから、７０％の子は打ち切るよと言わんばかりの接種率の組み方ではないかと言

えるわけでありますが、そうした点から、その試算と、それから３０％を超える子供た

ちの対応についてどうするのかということであります。 

○議長（鈴木三津男君） 健康課長。 

○健康課長（中山 豊君） 議員言われるような考え方で積算をしておるわけではございま

せん。 

   私ども、先ほど近隣の市町村も参考にさせていただきながらということを言いました。

もちろん、碧南の算定のことも聞いております。碧南の場合は、８５％で接種率は見て

おりますが、実際に受ける人数は４分の１というような見込みで予算を立てておるわけ

でございます。 

   そういったことでございますので、決して８５％で碧南は予算を組んでおるわけでは

ございませんので、その辺は、近隣等の状況を参考に私どもも算定をしておりますので、

先ほど部長もおっしゃいましたような形で実施に向けて予定を組んだわけでございます

ので、よろしく御理解をお願いをいたします。 

○議長（鈴木三津男君） 健康課長。 

○健康課長（中山 豊君） 先ほど来申し上げておりますとおり、予算の今回の３０％の中

で対応ができるということで、よろしくお願いをいたします。 

○議長（鈴木三津男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） ですから、３０％以上になった場合はどうするのかということで

す。 

   それは、補正を組んで対応するのか、それとも国の補助はもう３０％以内というふう

に限定をされているのか、当然、国のほうも予算がございますので、配分としては幸田

町は３０％になっているのかということです。 

○議長（鈴木三津男君） 健康課長。 

○健康課長（中山 豊君） 先ほど来申しておりますとおり、３０％以内でおさまるという

ことで予算を組んでおりますが、実施の状況等を見ながら、もし議員御心配のようなこ

とであれば、３月補正にも上げても接種をしていきたいというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いをいたします。 

○議長（鈴木三津男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） ぜひ、希望する人たちがすべて無料接種できるようにすべきだと

いうふうに思います。 

   それから、この国の予算も額が決まっているわけでありますので、そういう点から、

この国の補助が愛知県を通して、そして幸田町に来るわけでございますが、例えば国の

補助額の２分の１の補助が、これは配分金があるのか、枠を超えないようにしておられ

るのかどうなのか、その点は希望どおり、例えば３５％、４０％になった場合でも、国

の補助金はその２分の１補助というふうになるのか、あわせて答弁がいただきたいと思



- 12 - 

います。 

○議長（鈴木三津男君） 健康課長。 

○健康課長（中山 豊君） 国の補助金につきましては、接種費用の２分の１ということで

ございますので、枠はございませんので、２分の１ということで御理解願いたいという

ふうに思います。 

○議長（鈴木三津男君） 以上で、１３番、丸山君の質疑は終わりました。 

   ２番、酒向君。 

○２番（酒向弘康君） 先ほども出ましたが、他の市町では全額公費負担じゃないという、

一部受益者負担というような考えでするところもあると聞いておりますが、県内近隣公

費負担状況と本町でのその考え方はどうだったのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（鈴木三津男君） 健康課長。 

○健康課長（中山 豊君） 近隣市町の県内での個人負担の関係でございますが、ちょっと

前になってしまうわけでございますが、現状が若干変わっておると思いますが、１２月

１７日現在の県のほうの調査によりますと、全５７市町村のうち負担金を取るという市

町村が、金額はちょっと確定はしておらなかったわけですが、２７市町村が負担金を取

るというようなことでございました。 

   その中で、私どもの負担金の考え方でございますが、基本的には任意接種は自分で希

望するもので、全額自己負担、これが原則であるわけであります。 

   しかしながら、予防接種法に基づく市町村が実施をします法定定期接種についても、

低所得者を除きまして接種者に負担をお願いできるということになっております。 

   本町を含め、一類の法定定期接種につきましては、接種義務があり、基本的に無料の

市町村が多数を占めております。 

   今回のワクチン接種につきましては、任意の接種でもありますが、厚生科学審議会の

提言も受け、国が法定定期の接種化も視野に入れての緊急の接種でございまして、国か

ら２分の１の助成もあり、町としては接種希望者の接種促進のために全額公費負担が効

果的だとの判断もあり、町の事業として全額公費で実施するものでございますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

○議長（鈴木三津男君） ２番、酒向君。 

○２番（酒向弘康君） 説明はよくわかりました。 

   子宮頸がんは予防可能ながんというふうに言われておりますが、ワクチンで防げるウ

イルスの形も限られているとも言われております。 

   よって、ワクチンを接種すればもう大丈夫といったようなことにならないように、若

いころからの定期的な検診率を上げるということも意識の啓蒙が必要かというふうに思

いますが、そこら辺もしっかりと進めるべきだというふうに考えますが、その点につい

てはどのように進められるのか、お聞きいたします。 

○議長（鈴木三津男君） 健康課長。 

○健康課長（中山 豊君） 議員言われるように、接種ということも予防でございます。 

   町におきましては、昨年度からですか、このヒトパピローマウイルスの検診につきま

して、若干負担はいただきますが、がん検診の中で２０歳から４９歳までの方につきま
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しては、希望されれば若干の負担金で検査ができるというような事業も進めております。 

   こういった事業もＰＲしながら、がんの予防につきましては、接種、あるいは検診と

いう両方で推進をしていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをい

たします。 

○議長（鈴木三津男君） 以上で、２番、酒向弘康君の質疑は終わりました。 

   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 先ほどから３０％の話が出ているわけですが、もう少しあなた方も

柔軟性というんですかね、考え方を持ってほしいですよね。 

   それは、３月定例会に補正予算は提出されるわけですよね。３月定例会の補正予算は、

今のところ予定でいきますと、３月２日に定例会の開会日と。開会日に即決をするとい

う内容になっているんですよね。即決ができるという点からいけば、そういう対応もで

きると、あるいは予備費もございますよと、そういうぐらいのことは言ってもフライン

グ発言にはならんわけでしょう。 

   そうした点でいけば、やっぱりそういう声が議会から出されるという点では、一定の

不安というのがあるわけですよ。ですから、その不安を解消するには、３月定例会の補

正予算は即決をされますから、その中でも対応できますし、万一予算がないから切り捨

てるということはやっておりませんけれども、予備費対応もございますよと、そのぐら

いのことは言っていただきたい。それを言ったら、大須賀町長、要らんこと言いやがっ

たと、また部長から部課長会議で怒られるかどうか、それはまた別の問題。 

   だけれども、議会に対する丁寧な説明の仕方という点でいけば、もう少し知恵を出し

ていかれんかなということをまず申し上げて、先ほど里帰り接種の話が出ました。里帰

りは、幸田町から町外の実家等へ里帰りすることと、町外から町内に里帰りをしてくる

人、いわゆる出る人、入る人、さまざまあるわけだな、里帰りと言ったときに。そうし

たときに、例えば幸田町が里帰りで受けたと。受けたときにどういう手続が要るのか。 

   私どもが聞いているのは、里帰りをするときには、幸田町から町外に行くということ

を前提にしてお話をしますが、町外に里帰りをする。そのときには、事前に幸田町に話

をすると。例えば、名古屋なら名古屋へ行きますよと、名古屋が実家ですからと言った

ときに、それでは名古屋で整えていただく資料をこちらで、幸田町で用意をしますよと

いう対応もしとるわけだわな。これはやらなあかんわ。 

   そうした点でいくならば、自治体に提出をする書類については、幸田町が用意をして、

万遺憾なくこれをもって名古屋の市役所なり区役所なりに提出をしていただければ接種

ができますよと、また来る方についても、提出資料をいただいてきましたかと、内容と

言ったらべだよと、そんなこと言わんでもいいわけだな。 

   そうした点での柔軟な対応の問題と親切な説明の仕方として、里帰りで出ていく人に

ついては、できたらあらかじめ御相談くださいと、資料もお渡ししますよと。入ってこ

られた方については、資料がございますかと。ないよと、忘れたよと、あるいは知らん

かったよと。これでも結構でございますよと、ぜひ受けてくださいと、このぐらいのこ

とはできるわな。 

○議長（鈴木三津男君） 健康課長。 
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○健康課長（中山 豊君） 議員言われるように、町外で、例えば町に住所があって、里帰

りをされて町外で打たれる場合には、やはり町のほうには一度連絡をしていただいて、

町のほうから正式に町外の市町村に依頼をかけるという形になりますので、通知書の中

に「不明な点は問い合わせてください」というような中に、一言そういったことも入れ

て対応すれば、連絡がいただければ、そういうふうな形にできますので、今言われるよ

うなことで、通知書の中にはそういったものも記載をするようにしていきたいというふ

うに考えております。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） それは、あらかじめそういうことだよと。場合によっては、そうい

うこともあっても、里帰りになるとばたばたばたばたして、行くのを忘れちゃったとい

ったときに、対応する、例えば幸田町がそういう資料がなくても対応できるかどうか、

そういう体制があるかどうかということと、もう一つは、あなたも言われたように、あ

らかじめあったときには、対応する自治体のほうにちゃんと連絡して、そこの実施医療

機関についてもわかるようになっておるわけですけれども、そうしたことも含めて、出

る人、入る人、そうした人が十分な資料を持たずに来た人、出ていった人、そうしたと

きに、相手先での対応の問題、幸田町での対応の問題というのは、双方出てくるわけで

すよ。 

   そうした点で、今、課長の言われた内容については、出ていく人については、あらか

じめ御相談くださいと、書類もお渡しします、相手の自治体の関係も連絡しますよとい

うことですが、じゃあそれの逆な場合もあるわけで、そうした点でどういうふうに対応

されるのかという点で説明がいただきたい。 

○議長（鈴木三津男君） 健康課長。 

○健康課長（中山 豊君） 他市町村に住まれておって、こちらのほうに里帰りをされてお

るという方につきましては、他市町村の事業の中での対応ということになりますので、

そこまで里帰りをされておる方がどなたかというのが町のほうでは把握ができないわけ

でございますので、それにつきましては、広報等の中でもそういう制度があるというこ

とを知っていただくということで、他の市町村の扱いがどういうふうになるかによって

変わってきてしまうわけでございますが、先ほど申しましたように、私どもで里帰りで

来ておる方が、例えば健診の中で発見をされれば、それはその中で説明ができるわけで

ございますが、そういった場合でない限りは、やはり十分に把握ができないので、その

程度のことしかちょっと今現在ではできませんので、町外からの里帰りにつきましては、

そういうような状況でございますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） ですから、一つは、出ていく人については、できるだけ事前に自治

体のほうに連絡くださいよということ、それから入ってきた人、入ってきた人がそうい

うこともなくて、せっかくのことならと言って指定された医療機関に行ったと。医療機

関に行っても、提出されるべき資料がなかったと。それだったら、自己負担ですよとい

うことになってくると、これは非常にまずいわけですよね。 

   それは、先ほどあなた方が言われたように、これは政府予算です。昨年の１１月２６
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日に緊急の補正予算という中の一部として成立したと。ですから、これを自治体がやる

かやらんかは、それは自治体の問題にしても、一つは政府予算として補助対象事業の中

で対応しとるわけですから、そうした点でいけば、例えば町外から幸田に里帰りに来ら

れて、里帰りしたなら、せっかくの機会だから、幸田町の医療機関、あるいは岡崎医師

会に加盟する医師のところで接種をしたと、書類はございませんよといったときに、ど

う対応されるかという問題が出てくると思うんですよね。それはどうされます。 

   あなたの言われているように、県内でいけば、５７市町村中２７の市町村が、金額は

ともかくとして自己負担ありと、幸田はなしといったときに、幸田でやったときに、そ

ういう対応の問題も個々の事例としては生まれてきますので、そうしたときにやっぱり

親切・丁寧な説明ができるように、納得できるような対応ができるような方法をどうい

うふうにお考えなのか、問う。 

○議長（鈴木三津男君） 健康課長。 

○健康課長（中山 豊君） 議員言われることもわかるわけでございますが、先ほど申しま

したように、私どもで把握できる限界というものもあるわけでございます。 

   先ほど申しましたように、広報や、そういった中で、こういう接種があるということ

はもちろんＰＲをしていきますし、他の市町村でも同じ事業をやっておるわけでござい

ますので、そういったことにつきましては、住まれておる市町村でやはりＰＲがされて

おることでございますので、私どもとしては、先ほど申しましたように、健康課のそう

いった事業の中で転入者が把握できた場合は対応するとか、それから広報等、できる限

り公のＰＲをして、こういう接種の制度があるよというようなことをＰＲしていくこと

が精いっぱいのことだというふうに考えておりますので、それ以上ちょっと対応ができ

ないということで御理解が願いたいというふうに思います。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 最大漏らさずすべてというのは、なかなか難しい。出る人、入って

くるという点でいけば、少なくとも幸田から出ていく人については、万遺憾なきような

という内容含めて、やっぱり案内の中にきちっと書く。 

   ただ、小さい字でたったたった書かれると、面倒くさいな、こんなものとは言わんけ

れども、そういうのがあるんで、できるだけわかりやすく親切にという形で対応してい

ただくということが前提かなというふうに思います。 

   それから、もう一つは、先ほど申し上げましたように、昨年の１１月２６日にこの補

正予算が成立をいたしました。幸田町は２月１日からということですが、この政府の予

算が成立した以降、こうした接種を自主的におやりになったという人だって、中にはお

るわけですよね。 

   そうしたときに、その費用負担については、領収書なり、あるいは接種済書というの

も含まれる。それを持ってくれば、全額公費負担というような対応の仕方も、これは私

はできると思うんですよね。 

   どんな場合でも、線を引くことはしようがないと。線を引いて、入った人、漏れた人、

これはどんな場合でも出てくるであろうと。しかし、線をどこに引くかという点からい

けば、昨年の１１月２６日に政府予算が成立をした。成立をした時点が線引きというこ
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との中からいけば、２月１日までの間に自主的に接種された方については、それらしき

という言い方は御無礼に当たるので、領収書、あるいは接種済書というものが提出され

たら、その公費扱いとして対応されるかどうかという点について説明がいただきたい。 

○議長（鈴木三津男君） 健康課長。 

○健康課長（中山 豊君） まず、町の住所を持たれておる方につきましては、通知書等の

中でそういった他市町村での接種につきましてのＰＲを十分していきたいというふうに

思います。 

   それから、もう一つの２月以前の対応でございますが、今回の事業につきましては、

任意の接種でございますが、国の緊急経済対策というのもありまして、補正で対応にな

ったものでございます。 

   国の補助対象となる部分は、１１月２６日の補正予算成立後の事業の開始の部分から

ということでありますので、あくまでも対象が２月からの町でいきますと対象の部分で

ございますので、国のそういった基準がございますので、今、議員言われるような形で

の対応は考えておりませんので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） そういうことは考えておらんと明確に一刀両断に答弁されるんで、

だったらそういうことも含めて、ほかの対応の問題もきちっとできるような対応の仕方

を求めていきたいと思うんですが、要は、あなたの言われているように、要は、１１月

２６日に予算が成立した。成立したから、それ以降、その対象ですよと。ただし、それ

ぞれの自治体が事業実施しなかったらあかんですよというのが補助金の交付の基準とい

う点では、それはそれで理解するけれども、ただそうした点で、そうした事例、いわゆ

る幸田町でいけば、２月１日以前に接種した、そうしたことについての相談があったと

きには、そう文切りじゃなくて、やっぱり事例があれば、内部でどうしましょうかと言

って、窓口でそんなものはあかんわと、あんた遅いんだわと、早いもんでいかんなと、

早いからいかんのだということではなくて、それについては、一定事例が出てきたら、

内部で検討して、どうしましょうかというような問題も、これは事業実施が前提ですか

ら、そうした点でいけば、国の負担分の２分の１を幸田町が持てば済むわけですよね。

対象的には、そんなに大きな金額ではないという点からいけば、私はやっぱり住民の皆

さんにいろんな事例でやられておる。そうしたときが、線を引いたから、その線から漏

れましたけれども、制度としては国の予算からは１１月２６日だという点から含めてい

くならば、私は内部で十分検討するだけの価値はあろうなということを申し上げて、こ

れは答弁くださいよ。 

   それから、もう一つは、先ほどあったわけですが、６５歳以上の高齢者、肺炎で亡く

なっていく、そういう死亡件数が結構今どんどんふえてきておるんですよね。そうした

ときに、６５歳以上の肺炎球菌ワクチンを、東海市は全額公費でやっておるわけですよ

ね。 

   という点も含めて、これは別に国の補助金がどうのこうのというものではなくて、そ

れぞれの市町が単独事業として６５歳以上の高齢者については、肺炎球菌ワクチン接種

については全額公費と、これは東海市でございますよね。 
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   そういうことも含めて、私はそういうことも対応するならば、３月の定例会の中で、

当初予算でやるのか、補正予算でやるのか、それはあなた方の胸先に係りますけれども、

そうしたことも施策の中の重要な柱の一つとして私は位置づけていただきたいと思うわ

けですが、これについては町長、いかがお考えでしょうか。 

   ということと、もう一つは、先ほどもありましたけれども、２３年度で事業が打ち切

られると、国のほうはね。国のほうはそうだけれども、国としても、町長も先ほど言わ

れたように、補助金ぽっとやって、これが呼び水だと。呼び水補助金はどうもならんよ

と、制度的にきちっとやれよということは政府に要求していきたい、あるいはというこ

とですが、問題はお説のとおりだと思うんです。 

   そうしたときには、やっぱり町村会として、あるいは町長自身も意見を上げる、要望

を上げるという形で、要は、こうした事業が呼び水で終わって、呼び水が切れたら、も

う水がくみ上がってこうへんということじゃまずいわけなんで、そういう点でいけば、

制度的な問題として対応される、その方法という点でいけば、町村会もあるし、町長自

身も東京へ出向いて、我はどうだということも機会があればやっていただきたいという

ふうに思うわけですが、いかがでしょうか。 

○議長（鈴木三津男君） 健康課長。 

○健康課長（中山 豊君） ２月以前の部分につきましては、先ほど申しましたように、国

の事業としてこの事業を今回実施をさせていただくわけでございます。 

   国のほうでは、事業を始めたときからの助成しか認められませんので、町におきまし

ては２月からの実施ということでございますので、それ以前のものにつきましては、補

助として対象とならないということでもございます。あくまでも、国のほうの基準でこ

の事業を基本的には進めたいというふうに考えておりますので、よろしく御理解をお願

いをいたします。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） ６５歳以上の全額公費という問題でございますけれども、これに

つきましては、今、東海市さんが群を抜けて一つだけやっているような状況でございま

すので、状況をもう少し見きわめて考えさせていただきたいと思います。 

   それから、子宮頸がん等のこの問題が平成２４年までということでとりあえずなって

おるわけでありますけれども、今後についても継続的にやらなきゃ意味がないというこ

とであります。 

   それで、私ども町も、最初だけ出したから、後、市町村で勝手にやれということでは

困りますので、これは町村会、それから厚生労働、いろいろ陳情だとかまた行った場合

に、その辺のお願いもしながら、継続してもらうようにしていきたいというふうに思っ

ております。よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木三津男君） 以上で、１４番、伊藤宗次君の質疑は終わりました。 

   ほかにありませんか。 

   ３番、大嶽 弘君。 

○３番（大嶽 弘君） 事業効果の点で、この予防ワクチンを接種しない場合に、どれぐら

いの発生というか、感染率があるのか。また、この接種をすると、どれぐらいの完全に
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防止できるのかどうか、その辺の統計とか推計とかというものがありましたら、参考的

に示していただければと思います。 

○議長（鈴木三津男君） 健康課長。 

○健康課長（中山 豊君） まず、発生率といいますか、今回の厚生科学審議会の中で予防

接種部会というものがございまして、その最近の調査資料によりますと、まず子宮頸が

んが国内で１年間に罹患者が８,４７４人、うち死亡者が２,５１９人、死亡率が２５％

でございます。 

   それから、ヒブワクチンにつきましては、細菌性の髄膜炎が推計で罹患が年間３９３

人から７３５人、うち重度の後遺症等、１１.１％から２７.９％、死亡率は０.４％か

ら４.６％。 

   それから、小児の肺炎球菌でございますが、年間の罹患者が１４２人から１５５人、

髄膜炎以外の敗血症等を含めますと、年間１,０２２人から１,１３９人、うち重症また

は後遺症が残るものが１０％、その中で約２％が死に至るということでございます。 

   それと、今回の接種の効果でございますが、はっきり今回から任意接種ということで

国のほうで把握されていくと思いますが、厚労省のほうでも、今言いました厚生科学審

議会のほうで海外等の接種状況も含め、有効であるというふうに判断をして、今回の事

業となったわけでございます。 

   一般的には、子宮頸がんワクチンは予防が９０％以上できるのではないか、またヒ

ブ・肺炎球菌ワクチンにつきましては、両方で６０から７０％の予防が可能ではないか

というふうに言われております。 

   また、効果期間は、大体５年間、ヒブ・肺炎球菌でございますが、それぐらいかとい

うふうに言われておりますし、また子宮頸がんにつきましては、２０年ぐらい効果があ

るのではないかというふうに言われておりまして、接種効果は３ワクチンとも大きいと

言われておるということでございますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（鈴木三津男君） 以上で、３番、大嶽 弘君の質疑は終わりました。 

   ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木三津男君） 以上で、第１号議案の質疑を打ち切ります。 

   これをもって質疑を終結いたします。 

   ここで、委員会付託省略についてお諮りいたします。 

   ただいま議題となっております議案を、会議規則第３９条第３項の規定により委員会

への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（鈴木三津男君） 異議なしと認めます。 

   よって、ただいま議題となっております議案は、委員会への付託を省略することに決

定しました。 

   これより、上程議案１件について討論に入ります。 

   まず、原案反対の方の発言を許します。 

   反対討論ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木三津男君） 反対討論なしと認め、反対討論を打ち切ります。 

   次に、原案賛成の方の発言を許します。 

   賛成討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木三津男君） 賛成討論なしと認め、賛成討論を打ち切ります。 

   これをもって、討論を終結いたします。 

   これより採決いたします。 

   採決の方法は、起立により行います。 

   第１号議案 平成２２年度幸田町一般会計補正予算（第５号）についてを原案どおり

決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（鈴木三津男君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第１号議案は、原案どおり可決されました。 

   以上をもって、本臨時会に付議された案件の審議は終了いたしました。 

   お諮りいたします。 

   今回の臨時会において議決された議案中、各条、各項、字句、数字、その他の整理を

必要とするものについては、会議規則第４５条の規定により、その整理を議長に委任さ

れたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（鈴木三津男君） 異議なしと認めます。 

   よって、条項、字句、数字、その他の整理は、議長に委任することに決定いたしまし

た。 

   これにて、平成２３年１月１９日招集された第１回幸田町議会臨時会を閉会いたしま

す。 

   閉会に当たり、町長のあいさつを行います。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） 平成２３年第１回幸田町議会臨時会の閉会に当たりまして、一言、

お礼を申し上げたいと思います。 

   議員の皆様には早朝より御出席いただき、終始、御熱心に御審議いただき、提案をい

たしました平成２２年度幸田町一般会計補正予算（第５号）を可決賜りまして、心から

厚く御礼申し上げます。 

   今臨時会に提案をいたしまして、可決・成立しました議案の執行につきましては、御

審議の際、御指摘をいただいた事項を踏まえて、適正な執行運用に努めてまいる所存で

ございますので、よろしくお願いをいたします。 

   議員各位におかれましては、厳寒の折から、３月議会定例会を控えております。何か

と御多用かと存じますが、健康にはくれぐれも御留意いただき、町政発展のために特段
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の御指導・御尽力を賜りますようにお願いを申し上げまして、閉会のごあいさつとさせ

ていただきます。 

   本当にありがとうございました。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（鈴木三津男君） 議員各位には何かと御多用の中、熱心に御審議を賜り、議事進行

に御協力いただきまして、まことにありがとうございました。 

   理事者におかれましては、成立した議案の執行に当たっては、適切に運用されますよ

うお願いいたします。 

   大変御苦労さまでした。 

   これにて散会といたします。 

   どうも御苦労さまでした。 

                             閉会 午前１０時１２分 
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